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第 1回 小学生企画委員会 ５月２1日開催 

 

 

 

 
第２回 小学生企画委員会 ６月１1日開催 

 

5月 31 日開催しました

30 代から 70代まで 14 名が参加し、

昔懐かしのふかしまんじゅう 

作りに挑戦しました。 

  

 

先生（御年 87歳⁉）にコツを

教えていただき、お店で売っている

ようなお饅頭ができました！  

4 年生が 3名、5 年生が 3名の計 6名が参加してくれま

した。昨年公民館でやって楽しかったことや、今年やってみ

たいことなどを出し合いながら、意見の多かったものを書き

出しました。公民館を使って何をするか、次回も相談をして

いきます。 

午前中は前回に引き続き、公民館で何が

出来るか考えました。お昼ご飯を食べ、午

後からは足利市から先生を招き、今年の小

学生企画委員のユニフォームを藍染めで作

りました。みんな思い思いに輪ゴムで絞っ

たり、グラデーションを作るために巻いた

り、寄せたりと個性爆発⁉の、世界にひと

つだけの T シャツを作りました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

日 時  ７月20 日（木）午前 10時から正午 

会 場  桜川公民館 大会議室    

対 象  一般 30名 

申込み  桜川公民館 ☎029-892-2000（内線 4103） 

  

 

 

絵本朗読・ヘルマンハープ演奏 

長谷川 鈴子さん 

（絵本カフェ「なんだかうれしい」店主） 

ヘルマンハープ演奏 

高崎 利子さん 

ヘルマンハープの調べにのせて 

     絵本の世界をお楽しみください♪ 

裏面に続く 

柔らかな灯りをともす竹あかりを作ります。 

普段の生活では使わない工具を使って、3～4 節サイズの竹あかりを制作します。 

作った竹あかりは『夜の公民館』で灯します。 

○と き ８月20 日（土曜日） 

〈午前〉10:00～12:00 5 組 

〈午後〉13:30～15:30 5 組 
○ところ 桜川公民館  

○対 象 桜川地区在住の家族・グループ 10 組程度 

（１家族・1グループで 1 作品制作します） 

※中学生未満は家族でお申込みください。 

○参加費 無料 

○講 師 瀬谷 勇さん、谷野 正朝さん、丸田 聡太郎さん 

○申込み 7月 16日までに公民館へお申込みください。 

○問合せ 桜川公民館 

☎029-892-2000（内線 4102） 

 

 素敵なイベント企画中！ 

来月号でお知らせします♪ 

夏の思い出を 

    作ろう！ 



 

 

 

桜川公民館・ を自習室として開放します！ 

７月 21日（金曜日）から 8月 31日（木曜日） 

時間：午前 9時から午後４時 

休館日：月曜日・祝日 

※7/25、8/1、11、26は使用できません 

○桜川地区の中学生・高校生が利用できます 

○窓口で利用受付簿に記入をしてください 

○水分補給は出来ます。食事は多目的スペースでお願いします 

 

問合せ先 桜川公民館 

☎029-892-2000（内線 4102） 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

        

  

 

こども広場 

日曜日はみんなでラジオ体操！ 

桜川公民館では、夏休み期間中の日曜日（7/21～8/31 ※8/13 はお休み） 

午前 9時 30 分からラジオ体操を行います。誰でも参加出来ます。みんなでお越しください！ 

ラジオ体操カードにスタンプを押します。（お持ちでない方は、公民館にあります。） 

 

～ たかが 3分 されど 3 分 すごいぞラジオ体操 ～ 

 

夏休み自習室として公民館をお使いください 

夏休みスタンプラリー開催！ 

期間：7/21～9/3 

 

 

 

 

 

図書館利用カードを持ってい

る市内在住・在学の中学生ま

で参加できます。 

30冊達成でプレゼントがあ

るよ♪ 



 

 

開設時間 午前 9時半から午前 11時半 

会  場 桜川公民館 和室 

お申込み 子育て支援センター『あいアイ』に直接電話でお申込みください。 

持 ち 物 ・水分補給のための飲み物 

     ・オムツ持ち帰り用ごみ袋 

     ・その他家庭で必要と思うもの 

申 込 先 ☎0297-87-7070  

問合せ先：子育て支援センター『あいアイ』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 編集後記✎ 

 暑さも日々増していき、本格的な夏もすぐそばまで来ています。公民館正面入口には 

来館者に七夕を楽しんでもらおうと、6/9～七夕飾りがお目見えしました。色鮮やかな 

飾りと、思い思いの願いを書いた短冊が下がっています。7/7まで開催していますので 

ぜひ願い事を書きに来てください☆ 

 

 

 

 

 

７月の納税 

○固定資産税 2期 ○国民健康保険税 1期 ○後期高齢者医療保険料 1期 

福祉・介護の用語解説③ 

～特別養護老人ホーム～ 

今回の用語は、「特別養護老人ホーム」です。 

「特別養護老人ホーム」は、常時介護が必要で自宅での生活が困難な方が入所し、食事や入

浴、排せつなどの日常生活上の支援や介護が受けられる介護保険施設です。 

対象者は、介護保険の認定が原則要介護 3～5の方で、申込は市内外を問わず、複数の施設

を選択できます。申込窓口や入所相談は各施設となります。 

また、特別養護老人ホームは部屋のタイプにより「ユニット型」と 

「従来型」に分けられます。 

 次回は、それぞれの特徴について解説します。 

   ※稲敷市内の特別養護老人ホームは、右記の二次元バーコードより閲覧できます。     

 


